
第18号の2書式（昭40蔵令67・全改、昭43蔵令6・昭43蔵令52・昭46蔵令81・平3蔵令27・平9蔵令15・令2財令75・一部改正） （第1片） 国税収納金整理資金年度第号 原符 百十万千百十円 （受入科目） （納付の目的） （納税者） （受入科目） （受入科目） 住所 （受入科目） 氏名又は名称（受入科目） （受入科目） 参考 合計額 証券の種類及び番号 振出人 証券受領額年月日領収 国税収納官吏、国税収納官吏代理、分任国税収納官吏若 しくは分任国税収納官吏代理又は国税出納員官職氏名等 （第2片） 国税収納金整理資金年度第号 領収証書 百十万千百十円 （受入科目） （納付の目的） （納税者） （受入科目） （受入科目） 住所 （受入科目） 氏名又は名称（受入科目） （受入科目） 参考 合計額 証券の種類及び番号 振出人上記の合計額を領収しました。 証券受領額年月日 国税収納官吏、国税収納官吏代理、分任国税収納官吏若し くは分任国税収納官吏代理又は国税出納員官職氏名等 （第3片） 国税収納金整理資金年度第号 領収済報告書 百十万千百十円 （受入科目） （納付の目的） （納税者） （受入科目） （受入科目） 住所 （受入科目） 氏名又は名称（受入科目） （受入科目） 参考 合計額 証券の種類及び番号 振出人年月日領収 証券受領額国税収納官吏、国税収納官吏代理、分任国税収納官吏若 しくは分任国税収納官吏代理又は国税出納員官職氏名等 備考 1第18号書式備考（5及び6を除く。）は、この書式について準用する。 2必要があるときは、英文による説明を附記することができる。 3船舶乗組員等の携帯品に係る国税等がこれらの者の申し出に基づき一括して納付された場合において発行する領収証書には、その一括納付に係る国税等の総額を記載し、納税者ごとの納付税額は当該領収証書に添附する内訳書において明らかにすることができる。 





 


